
 

○補助金交付手続きの流れ（応募から補助金交付申請まで） 

       

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・申込書の提出 

応募団体 → 県教育委員会 

・一次審査（書類審査） 

・審査結果及び二次審査実施通知 

県教育委員会 → 応募団体 

・二次審査(プレゼンテーション) 

○応募申込書による書類審査 

○全応募団体に審査結果を書面にて通知 

 一次審査通過団体には、二次審査実施を通知 

・「三浦保」愛基金運営委員会 

・審査結果通知 

運営委員会 → 県教育委員会 

・審査結果及び内示通知 

県教育委員会 → 事業実施団体 

・補助金交付申請書の提出 

事業実施団体 → 県教育委員会 

○申込書、添付書類を提出 

応募期限：令和８年３月１９日(木)１７：１５必着 

○プレゼンテーションによる審査 

（４月下旬から５月上旬を予定） 



 

○補助金交付手続きの流れ（補助金交付申請から補助金受取りまで） 

       

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・補助金交付申請書の提出（様式第１号） 

事業実施団体 → 県教育委員会 

（提出期限：担当者から連絡予定） 

 

・補助金交付決定通知書の送付 

県教育委員会 → 事業実施団体 

・事業の開始 

・概算払請求書の提出（様式第９号） 

事業実施団体 → 県教育委員会 

・変更承認申請書の提出(様式第３号) 

事業実施団体 → 県教育委員会 

・事業遂行状況報告書の提出（様式第５号） 

事業実施団体 → 県教育委員会 

（11月30日時点の事業実施状況を12月10日までに提出） 

 

 

・実績報告書等の提出 

事業実施団体 → 県教育委員会 

・補助金額の確定通知書の送付 

県教育委員会 → 事業実施団体 

・精算払請求書の提出 

事業実施団体 → 県教育委員会 

 

・事業評価表の提出 

事業実施団体 → 県教育委員会 

・補助金支払い 

県教育委員会 → 事業実施団体 

（実績報告書の提出から１ヶ月以上かかる場合あり） 

・事業の完了 

（必要に応じて、随時受付け） 


